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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 会議の開催 

（１）日 時   令和７年１２月９日（火）  開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時００分 

（２）場 所   サンビームやない視聴覚室 

 

２ 出席委員    教 育 長             西元 良治 

          教育長職務代理者         厚坊 俊己 

教育委員             瀬山真紀子 

教育委員             綿貫 良子 

教育委員             西岡 琴美 

 

３ 欠席委員    なし 

 

４ 出席事務局職員 教育部長             室田 和範 

教育総務課 課長         檜垣 彰宏 

学校教育課 課長         大田 恵也 

生涯学習・スポーツ推進課 課長  西本  龍 

文化財室 室長          大岡 弘明 

柳井図書館・大畠図書館 館長   小柳 五寛 

          学校給食センター 所長      西本 佳孝 

          教育総務課 課長補佐（書記）   古谷 洋美 

 

５ 傍聴者     なし 

 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第２４号 市長からの意見聴取について（１２月補正） 

②議案第２５号 柳井市立学校給食センター条例施行規則の一部改正につい 

       て 

 

（２）その他 

 

７ 議事の大要 

（１）開会 

教育長から、教育委員会会議の開会の宣言があった。 

   （午後１時３０分 開会） 

（２）会議録署名委員指名 

教育長から、会議規則第１３条の規定に基づき、厚坊委員、瀬山委員の 
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両名を指名した。 

（３）議事内容 

①議案第２４号 市長からの意見聴取について（１２月補正） 

教育長は事務局に説明を求め、檜垣課長、大田課長、大岡室長、西本所 

長及び小柳館長から一般会計予算１２月補正について、以下のとおり説明 

があった。 

・債務負担行為補正の説明があった。 

スクールバス借上料は、マイクロバスの再リース期間の満了に伴い、再々 

リースをするためのもの。サンビームやない機械警備業務委託料は、教育 

委員会事務局の機械警備業務を実施するためのもの。小中学校可燃物等収 

集業務委託料は、各学校の定期収集業務を年度当初から実施するためのも 

の。小中学校英語活動・学習推進業務委託料は、年度当初からＡＬＴを活 

用しての授業をするためのもの。小中学校ＡＩドリル使用料、小中学校デ 

ジタル教科書使用料及び小中学校学習支援ソフト使用料は、年度当初から 

使用するためのもの。小中学校飲料水検査手数料も年度当初から、心電図 

測定業務委託料は、年度当初から始まる健康診断で、小学１、４年及び中 

学１年の児童生徒の心電図測定を行うためのもの。月性展示館管理運営委 

託料は、令和７年度末で指定管理期間が満了となるためのもの。学校給食 

センター清掃業務委託料は、調理場内の換気扇、照明器具及び床洗浄等の 

業務を委託するためのもの。図書館空調設備管理業務委託料は、年度当初 

から実施するためのもの。 

・事務局費の負担金補助及び交付金の指導主事給与費負担金は、人事異動 

に伴う、指導主事６人分の県負担金の増額分を計上した。 

・小学校費について、需用費の施設修繕料は、各小学校施設修繕に不足が 

生じる見込みのため増額を計上した。 

・中学校費について、需用費の施設修繕料は、大畠中学校の高圧受電設備 

修繕のほか、各中学校施設修繕に不足が生じる見込みのため増額を計上し 

た。委託料の植栽管理業務委託料は、柳井中学校及び大畠中学校の学校用 

地に繁茂したかずらの除去、処分が必要となったもの。 

・社会教育費の公民館費について、工事請負費の倉庫等解体工事費は、旧 

余田公民館敷地内にある倉庫等の壁面の一部が剥がれ、風をはらんで屋根 

が吹き飛んでしまう恐れがあることから、倉庫等を解体するもの。 

・保健体育費の給食センター運営費について、需用費の修繕料は、事務所 

空調設備機器や調理機器において高額な修繕があり、今年度の修繕対応に 

不足が生じる見込みのため増額を計上した。賄材料費は、学校給食で使用 

する精米の新米切り替え時期に伴い、精米価格の改定が予定されており、 

その差額分を増額計上するもの。 

・保健体育費のウェルネスパーク管理費について、負担金補助及び交付金 

の指定管理者電気料金等支援補助金は、アデリーホシパークの電気料及び 

灯油代の高騰が著しく施設の管理の運営に影響を及ぼしていることから運 
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営費の一部を補助するもの。 

主な質疑応答は以下のとおり 

    教育長 ：新米の価格改定は、１年間を通しての価格改定となるのか。 

    西本所長：１２月期からの改定となる。その後、新米の価格が固定し、４ 

         月期に再度改定され１１月末まで続くと見込んでいる。 

    教育長 ：ニュースで、今は新米の価格が高いが、３、４か月したら価格 

         が下がるのではないかと聞いた。４月頃に安くなった場合は、 

         どうなるのか。 

    西本所長：今の説明は、基本的な価格の変更時期の説明である。昨今、大 

         幅な価格変動があり、県内の給食用のお米の必要量を確保して 

         いる学校給食会の担当者に精米の価格の今後の動きを確認した 

         ところ、基本的には、１２月期が価格改定時期だが、今、新米 

         が高く設定されているが、今後、新米価格が値崩れするなど価 

格変動があった場合は、４月期に限らず順次価格の変更もあり 

         得るとの回答を確認している。 

    厚坊委員：小中学校英語活動について、昔は文部科学省ＪＥＴプログラム 

         のＡＬＴと契約をしていたが、今はどういう契約か。 

    大田課長：今は、ＪＥＴプログラムではなく業者と契約をし、小学校２人、 

         中学校２人のあわせて４人のＡＬＴが各学校を回っている。 

    綿貫委員：各学校の先生方は、草刈りで疲弊しているが、今回の植栽管理 

         業務委託料については、柳井中と大畠中なのか。 

    檜垣課長：かずらが、柳井中の井向川下流のフェンスを越えた場所と、大 

         畠中は、プール施設一帯に繁茂している。一部職員で対応した 

         が、職員では対応が難しい箇所について業者委託をするもの。 

         各学校については、会計年度任用職員を雇用して、草刈作業を 

         行っている。その他、廃校施設や、スクールバスの回転場とし 

         ている遠崎の教職員住宅の草刈りも行い、環境整備に努めてい 

         る。出来る限り順番に回って、作業をしている状況である。 

    瀬山委員：サンビームやない機械警備業務委託料について、教えてもらい 

         たい。 

    檜垣課長：教育委員会が入っている建物の夜間等の警備を業者に委託する 

         もの。 

この他に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、原案どおり 

承認された。 

 

②議案第２５号 柳井市立学校給食センター条例施行規則の一部改正につい 

        て 

教育長は事務局に説明を求め、大田課長から、現在、本規則第６条第２ 

項第６号において、給食センター運営審議会の委員に、市議会委員を委嘱 

するとしているが、「議決機関の構成員たる議員を、執行機関の附属機関 
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の構成員とすることは適当でない」との指摘があることや、本年９月から 

実施している市内小中学校児童生徒の給食費の無償化に伴う「給食費の公 

金化」により、食材経費等の透明化が図られることなどから、市議会選出 

各種委員会委員の任期替えに際し、他の委員会等と合わせ、本規則の議員 

選出部分を削ることとするものとの説明があった。 

 特に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、原案どおり承認 

された。 

 

（４）協議会 

    教育長から、暫時、協議会とする宣言があった。 

   （午後１時４７分 協議会） 

    

（午後２時００分 再開） 

 

 （５）閉会 

教育長から、教育委員会会議の閉会の宣言があった。 

（午後２時００分 閉会） 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

教 育 長   西 元 良 治 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

署名委員   瀬 山 真紀子 

 

調 整 者   檜 垣 彰 宏 

 


